
福山市保育士等就職応援金交付要綱 

 

（通則） 

第１条 福山市保育士等就職応援金（以下「給付金」という。）については、予算

の範囲内において交付するものとし、交付について必要な事項を定めるものとす

る。 

（目的） 

第２条 この給付金は、福山市内の保育所等に新たに就労する潜在保育士等の確保

及び定着を図り、保育士不足を解消することを目的とする。 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 

(1) 保育所等 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１

項に規定する特定教育・保育施設及び同法第２９条第３項第１号に規定する特

定地域型保育事業所のうち、福山市内に所在するものをいう。 

(2) 常勤職員 雇用期間の定めがなく、１日当たり６時間以上かつ１か月当たり

２０日以上勤務する職員をいう。ただし、公立の保育所等に勤務する職員を除

く。 

(3) 非常勤職員 雇用期間の定めがあり、１か月当たり８０時間以上勤務する職

員をいう。 

(4) 会計年度任用職員 公立の保育所等に勤務する職員のうち、一会計年度内を

任期として任用される職員をいう。 

(5) 保育士 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条の１８第１項の

登録を受けた者 

(6) 幼稚園教諭 幼稚園の教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和２４年法律

第１４７号）第４条第２項に規定する普通免許状をいう。）を有する者 

(7) 保育教諭 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関

する法律（平成１８年法律第７７号）第１５条第１項の規定を満たす者 

(8) 調理師 調理師法（昭和３３年法律第１４７号）第５条第２項の登録を受け

た者 



(9) 栄養士 栄養士法（昭和２２年法律第２４５号）第４条第１項又は第２項の

登録を受けた者 

(10) 保健師 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号）第１２条第１

項の登録を受けた者 

(11) 看護師 保健師助産師看護師法第１２条第３項又は第４項の登録を受けた者 

(12) 転入者 市内の保育所等に勤務を開始した日の２か月前から第６条第１項の

申請書を提出する日までの間に備後圏域外から福山市へ転入した者 

(13) 備後圏域 広島県三原市、尾道市、福山市、府中市、竹原市、世羅町、神石

高原町、岡山県笠岡市、井原市のことをいう。 

(14) 中途採用者 事業実施年度の前々年度以前に大学又は指定保育士養成学校を

卒業し、保育所等に直接雇用された者 

 （交付対象者） 

第４条 給付金の交付対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、事業実施

期間内に保育所等に保育士、幼稚園教諭、保育教諭、調理師、栄養士、保健師、

看護師の常勤職員、非常勤職員又は会計年度任用職員として新たに就労した者（

当該法人又は同一法人が運営する施設間の人事異動により就労した者を除く。）

のうち事業実施年度の３月３１日までに第６条に定める申請書を提出したもので

あって、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

 (1) 常勤職員、非常勤職員又は会計年度任用職員として新たに就労した日前に福

山市内の保育所等及び児童福祉法第５９条の２第１項による届出を必要とする

施設その他同法に規定する事業を実施する施設において勤務していた場合は、

直近の退職した日から６か月を経過していること。 

 (2) 保育所等において、常勤職員、非常勤職員又は会計年度任用職員としての勤

務が継続して１年以上見込めること。 

 (3) 現住所地における市税等を滞納していないこと、及び転入者については、前

住所地においても滞納していないこと。 

 (4) 過去にこの要綱に基づく給付金の交付を受けていないこと。 

 (5) 中途採用者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、事業実施年度の前年度に認可を受け、当該事業実施

年度の４月１日に開設する保育所等に係る職員については、当該前年度中に新た



に就労した場合であっても、事業実施期間内に新たに就労したものとみなす。 

 （給付金の額） 

第５条 給付金の基本給付額は、次のとおり定めるものとする。ただし、交付対象

者が転入者である場合は、福山市移住支援金の交付を受ける者を除き、転入加算

給付として、さらに２０万円を給付する。 

 (1) 常勤職員  ２００，０００円 

 (2) 非常勤職員 １００，０００円 

 （給付金の交付申請） 

第６条 給付金の交付を受けようとする交付対象者は、福山市保育士等就職応援金

交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければな

らない。ただし、申請日時点で福山市に住民票がある場合は、第５号の提出を省

略できるものとする。 

(1) 保育士登録証、幼稚園の教諭の普通免許状（保育教諭にあっては、保育士登

録証及び幼稚園の教諭の普通免許状）、調理師免許証、管理栄養士免許証、栄

養士免許証、保健師免許証、看護師免許証又は准看護師免許証の写し 

(2) 前歴証明書又は保育所等に提出した履歴書の写し 

(3) 保育所等の就労証明書（様式第２号） 

(4) 誓約書（様式第３号） 

(5) 市税等の完納証明書 

(6) その他市長が必要と認める書類 

２ 転入加算給付を申請しようとする者は、前項に掲げるもののほか、次に掲げる

書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

(1) 住民票の写し 

(2) 前住所地における市税等の未納がないことを証明する書類 

（給付金の交付決定及び通知） 

第７条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査の上、交付の

可否を決定し、申請者に通知するものとする。 

（給付金の交付） 

第８条 市長は、前条の規定による給付金の交付決定を受けた者（以下「交付決定

者」という。）に対し、給付金を交付するものとする。 



（変更事項の届出） 

第９条 交付決定者は、保育所等に就労した日から起算して１年が経過するまでに

次の各号のいずれかに該当することとなったときは、福山市保育士等就職応援金

変更届（様式第５号。以下「変更届」という。）を市長に提出しなければならな

い。 

(1) 保育所等を退職したとき。 

(2) 保育所等から他の保育所等に転職したとき。 

２ 前項の規定に基づき変更届を提出しようとする者は、次の各号のいずれかに該

当する場合、当該各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない

。 

(1) 退職後、１か月以内に他の保育所等に就労した場合（他の保育所等に転職し

た場合を含む） 就労証明書（様式第２号） 

(2) 出産に伴い退職し、出産後概ね１年以内に同一の保育所等に復職した場合 

母子健康手帳の交付決定者の名前と、出産予定日のわかるページのコピー及び

再就職先の就労証明書 

(3) 交付決定者の病気若しくは災害により就労を継続できなくなったと市長が認

める場合 医師からの診断書のコピー若しくはり災証明書 

(4) 雇用者都合による解雇その他やむを得ない理由により就労を継続できなくな

ったと市長が認める場合 市長が認める書類 

（交付決定の取消し） 

第１０条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、

給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 保育所等に就労した日から起算して１年を満たずに退職したとき。なお、交

付決定者が起算日から１年を満たずに育児若しくは前条第２項第３号若しくは

第４号を理由として休職し、復職することなく退職した場合を含む。 

(2) 偽りその他不正の手段により給付金の交付を受けたとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか市長が必要と認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消したときは、福山市保育

士等就職応援金交付決定取消通知書（様式第６号）により交付決定者に通知する

ものとする。 



（給付金の返還） 

第１１条 市長は、給付金の交付の決定を取り消した場合において、既に給付金が

交付されているときは、福山市保育士等就職応援金返還命令通知書（様式第７号

）により、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、前条の規定にかかわらず、第９条第２項第３号又は第４号に該当する

やむを得ない理由により退職したと認める場合は、給付金の全部又は一部の返還

を求めないことができる。 

（雑則） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、この事業に関して必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

この要綱は、２０２３年（令和５年）１０月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０２４年（令和６年）４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０２５年（令和７年）４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０２５年（令和７年）９月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、２０２６年（令和８年）４月１日から施行する。 

 

 


